
平成 26年度 第 3回かすみがうら市地域公共交通会議 次第 

日時 平成 27年 2月 6日（金） 

午後 2時 00分から 

場所 かすみがうら市役所 

千代田庁舎 第 1会議室 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

  報告第 4号 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

報告第 5号 霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況について 

  議案第 4号 平成 27年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（案）について 

議案第 5号 かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領（案）について 

４ その他 





報告第 4号  地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

地域公共交通確保維持改善事業実施要領に基づき、地域内フィーダー系統確

保維持事業に関する事業評価を次のとおり実施し、関東運輸局へ提出したので

報告するものです。 

・地域公共交通確保維持改善事業・事業評価 

報告第 4号／別紙 1のとおり 

・地域公共交通確保維持改善事業の概要 

報告第 4号／別紙 2のとおり
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平成27年　1月30日

協議会名：かすみがうら市地域公共交通会議

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業）

計画どおり事業は適切に実施
された。
運行日数：365日

④事業実施の適切性

A

⑤目標・効果達成状況

本路線の継続や更なる利用促進を図

るため、よりニーズに合った運行時
間・経路の検討が必要と考える。さら

には運行台数の増加についても検討
していく。

関鉄グリーンバス㈱
系統名：霞ヶ浦広域バス
運行区間：玉造駅～土浦駅

A

・利用者数

目標6人/便→実績6.34人/便
・収支率

目標30％以上→実績53.7％

本事業を活用した路線バス運行も地域に

定着化しつつあり、利用者数目標を達成

していたため、平成26年度NW計画につい

ては、1便あたりの目標人数を上げて事

業を実施。
 

 

 

 

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　当市は近隣の土浦市・つくば市に生活圏域としての依存が高く、霞ヶ浦地区の路線バスが全廃となったことは、通勤通学はも
とより、移動手段を持たない高齢者等の日常生活に大きな影響が出ており、重要な課題となっていた。
　このことから、地域の交通弱者に対し、交通手段の地域格差を解消していくために、将来的にも持続可能な形とした霞ケ浦広
域バスの運行を実施していく必要がある。

別添１－２

事業実施と生活交通ネットワーク計画との関連について

平成27年1月30日

協議会名： かすみがうら市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 

報告第 4号／別紙 1 
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報告第 4号／別紙 2 
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報告第 5号 霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況について 

 

 

1 霞ヶ浦広域バス運行状況中間報告（平成 26年 4月 1日～平成 26年 12月 31日） 

 

①  運行区間  土浦駅から玉造駅 

②  運行日数  275日  一日 5往復 

③  利用者数  19,035人 

④  一日あたり平均利用者数  69.2人 

                     ( )＝H25利用者数 

月 利用者数（人） 
1日平均利用者数 

（人/日） 
運賃収入（円） 

4月 1,874  (1,722) 62.5 671,314 

5月 2,014  (1,807) 65.0 747,637 

6月 1,934  (1,717) 64.5 676,761 

7月 2,217  (1,868) 71.5 830,513 

8月 1,995  (1,753) 64.4 759,630 

9月 2,191  (1,731) 73.0 813,045 

10月 2,293  (1,749) 74.0 879,406 

11月 2,305  （1,772） 76.8 852,017 

12月 2,212   (1,827） 71.4 797,580 

計 19,035  (15,946) 69.2 7,027,903 
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2 デマンド型乗合タクシー運行状況中間報告（平成 26年 4月 1日～平成 26年 12月 31日） 

   

・霞ヶ浦地区（運行台数 2台） 

① 運行区間  霞ヶ浦地区 

② 運行日数  219日   

③ 利用者数  7,117人  

④ 一日あたり平均利用者数  32.5人 

 

・千代田地区（運行台数 1台） 

① 運行区間  千代田地区 

② 運行日数  219日   

③ 利用者数  3,785人  

④ 一日あたり平均利用者数  17.3人 

 

・霞ヶ浦地区                       ( )＝H25利用者数 

月 利用者数（人） 
1日平均利用者数 

（人/日） 
運賃収入（円） 回数券収入（円） 

4月 760   （872） 30.4 168,600 155,400 

5月 698   （856） 29.1 153,400 122,300 

6月 806   （885) 32.2 173,400 171,100 

7月 788   （872） 30.3 168,600 158,200 

8月 802   （717） 34.9 174,000 142,500 

9月 810   （687） 33.7 179,000 159,700 

10月 881   （822） 34.0 189,600 160,200 

11月 778   （829） 33.8 169,800 154,800 

12月 794   （712） 34.5 178,000 160,500 

計 7,117 （7,252） 32.5 1,554,400 1,384,700 

 

 

・千代田地区                       ( )＝H25利用者数 

月 利用者数（人） 
1日平均利用者数 

（人/日） 
運賃収入（円） 回数券収入（円） 

4月 438   （367） 17.5 91,800 92,000 

5月 427   （346） 17.8 89,800 78,000 

6月 422   （352） 16.9 89,600 93,000 

7月 477   （398） 18.3 100,000 85,000 

8月 412   （313） 17.9 86,000 73,000 

9月 415   （280） 17.3 84,600 89,000 

10月 448   （357） 17.2 92,200 86,000 

11月 394   （357） 17.1 80,200 66,000 

12月 352   （358） 15.3 72,600 56,000 

計 3,785 （3,128） 17.3 786,800 718,000 
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自治体名 運行日 運休 運行時刻 料金

かすみがうら市 月～土 日・祝日、8/13～15、12/29～1/3
平日　6：00～19：00（8便）
土曜　8：00～16：00（5便）

1乗車/400円
65歳以上、高校生以下200円
3歳以下無料

土浦市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：00～16：30（8便）
年会費12,000円(市が10,000円補助）
片道500円（地区により別途500円）
※利用者：65歳以上

石岡市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：15～17：00（10便）
石岡、八郷地区内：大人300円,小学生・障害者100円
石岡と八郷の行き来：500円,小学生・障害者200円
未就学児は２人まで無料

行方市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：00～16：00(8便)
1乗車/500円
小学生以下・障害者・要介護要支援認定者・生保者は200
円　　３歳未満は無料

つくば市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　9：00～16：00(8便)
同一地区内：300円　　共通ポイント：300円または1300円
高齢者・障害者は半額
小学生以下は保護者１人につき２人まで無料

阿見町 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：00～17：00(9便)
1乗車/400円　　障害者・小学生は200円

3～7歳未満は、保護者1人につき2人まで無料、3人目２００
円　3歳未満は、無料

笠間市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：15～16：00(9便)
1乗車/300円
未就学児は無料

神栖市 月～金 土・日・祝日、12/29～1/3 平日　8：00～16：00（9便）

1乗車/大人300円　　子ども150円（13歳未満）
3歳未満と介助者については無料
乗り継ぐ場合は、600円

・平成 26 年 12 月 時間別利用者数 

運行日数 23 日（平日 19 日 土曜日 4 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 近隣自治体の運行状況 
 

・近隣自治体の運行状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霞ヶ浦地区 2 台運行 千代田地区 1 台運行 

平日 土曜 平日 土曜 
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議案第 4号 平成 27年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（案）について 

 

１ 霞ヶ浦広域バス 

 

① 運行方法 

31人乗りノンステップバス 1台による土浦駅から玉造駅の定時定路線運行 

② 運行期間 

     平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

③ 運行日   

毎日運行 

④ 運行本数  

5往復／日 

⑤ 運行時刻  

別紙 1 霞ヶ浦広域バス（土浦駅～玉造駅）運行時刻表  参照 

⑥ 利用対象者 

すべての人が利用可能 

⑦ 運賃   

別紙 2 霞ヶ浦広域バス（土浦駅～玉造駅）普通旅客運賃  参照 

⑧ 運賃の支払い 

     現金、定期券による支払い。 

⑨ 運行ルート・停留所  

別紙 3 霞ヶ浦広域バス運行系統略図 参照 

⑩ 運行事業者 

    関鉄グリーンバス株式会社 

⑪ 運行補助 

路線沿線３市で補助金総額 650万円(国庫補助含む)を限度に、運行距離により分担

する。 

・補助金分担予定額 

 

 

 

 

⑫ 企画乗車券 

利用促進策として霞ヶ浦広域バス特別割引定期券の発売 

別紙 4 霞ヶ浦広域バス特別割引定期券発売概要（案） 参照 

⑬ その他 

    予備車両 1台 

  

 

区分 単位 合 計 土浦市 行方市 市公共交通会議 国庫補助 

運行

距離 

㎞ 25.6 7.6 4.4 13.6  

円 6,500,000 717,844 415,594 1,284,562 4,082,000 
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２．デマンド型乗合タクシー 

① 運行方法

・千代田地区 

 10 人乗りワゴン車両 1 台による千代田地区内の戸口から公共公益施設及び乗継拠

点等へのデマンド型乗合運行（区域運行）を行う。地区外は、JR 神立駅西口、神立

病院、中貫停留所へ運行を行う。 

・霞ヶ浦地区 

10 人乗りワゴン車両 2 台による霞ヶ浦地区内の戸口から公共公益施設及び乗継拠

点等へのデマンド型乗合運行（区域運行）を行う。地区外は JR 神立駅西口へ運行

を行う。 

② 運行期間

平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日

③ 運行日

毎週土・日曜日、祝日、8月 13日～15日及び 12月 29日～1月 3日を除き毎日運行。

ただし、予約の無い便は運行しない。

④ 運行便数・運行時刻

1 日 8便

利用対象者：かすみがうら市在住の事前登録者 

⑤ 登録・予約

・登録方法 

所定の登録用紙に必要事項を記入のうえ、市政策秘書課に提出。 

・予約方法 

  市政策秘書課にて電話等により予約を受け付ける。 

   ・予約受付日及び受付時間 

 受付は運行日の 8:30～17:00とし、利用希望時間の 60分前までに予約する。 

（利用希望日の 3 営業日前から受け付ける。） 

ただし、9:00 発の便の予約は前営業日までとする。 

⑥ 運賃

１乗車 400円

（65歳以上、障害者及び介添者並びに高校生以下 200円/３歳未満無料） 

⑦ 運賃の支払い

回数券による支払いとする。（回数券販売窓口：各デマンド型乗合タクシー車内、

運行事業者、政策秘書課内交通会議事務局）

なお、販売した回数券の払戻しについては、次の基準表により取り扱う。（回数券

払戻窓口：政策秘書課内交通会議事務局）

9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
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・払戻基準表 

券残数 額面金額 払戻金額 券残数 額面金額 払戻金額 

11枚 1,100円 1,000円 6枚 600円 500円 

10枚 1,000円 900円 5枚 500円 400円 

9枚 900円 800円 4枚 400円 300円 

8枚 800円 700円 3枚 300円 200円 

7枚 700円 600円 2枚 200円 100円 

⑧ 運行区域・乗降箇所

別紙 5 千代田地区乗降箇所一覧図 参照

別紙 6 千代田地区乗降箇所一覧表 参照

別紙 7  霞ヶ浦地区乗降箇所一覧図 参照

別紙 8 霞ヶ浦地区乗降箇所一覧表 参照

⑨ 運行事業者

企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により選定

⑩ その他

各地区予備車両 1台

⑪ 回数券売上と運行委託料について

運行事業者と市公共交通会議間で、乗合タクシー運行事業委託契約を結び、売上

収入の納入及び委託料の支払いを事業実施月の翌月に行うこととする。 
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平成26年4月1日改正

時刻表（上り　土浦駅方面） 時刻表（下り　玉造駅方面）

１便 ２便 ３便 ４便 ５便 １便 ２便 ３便 ４便 ５便

玉造駅 6:35 9:15 11:45 15:15 17:40 土浦駅 7:55 10:25 12:55 16:25 18:50
玉造下宿 6:36 9:16 11:46 15:16 17:41 川口町 7:56 10:26 12:56 16:26 18:51
玉造庁舎前 6:36 9:16 11:46 15:16 17:41 東崎町 7:57 10:27 12:57 16:27 18:52
玉造小学校下 6:37 9:17 11:47 15:17 17:42 土浦局前 7:58 10:28 12:58 16:28 18:53
玉造中学校下 6:38 9:18 11:48 15:18 17:43 真鍋新町 7:59 10:29 12:59 16:29 18:54
高須東 6:39 9:19 11:49 15:19 17:44 協同病院前 8:00 10:30 13:00 16:30 18:55
高須西 6:40 9:20 11:50 15:20 17:45 協同病院入口 8:02 10:32 13:02 16:32 18:57
霞ヶ浦ふれあいランド 6:41 9:21 11:51 15:21 17:46 木田余三ツ又 8:03 10:33 13:03 16:33 18:58
道の駅たまつくり 6:42 9:22 11:52 15:22 17:47 浅間下 8:04 10:34 13:04 16:34 18:59
田伏 6:45 9:25 11:55 15:25 17:50 土浦クリニックタウン前 8:05 10:35 13:05 16:35 19:00
田伏十字路 6:46 9:26 11:56 15:26 17:51 手野坂下 8:07 10:37 13:07 16:37 19:02
岩坪坂下 6:49 9:29 11:59 15:29 17:54 上大津西小学校前 8:08 10:38 13:08 16:38 19:03
岩坪 6:51 9:31 12:01 15:31 17:56 土浦五中前 8:09 10:39 13:09 16:39 19:04
北中入口 6:52 9:32 12:02 15:32 17:57 おおつ野北 8:10 10:40 13:10 16:40 19:05
大成 6:53 9:33 12:03 15:33 17:58 戸崎原 8:11 10:41 13:11 16:41 19:06
霞ヶ浦庁舎前 6:55 9:35 12:05 15:35 18:00 戸崎原中央 8:12 10:42 13:12 16:42 19:07
大和田 6:56 9:36 12:06 15:36 18:01 加茂入口 8:13 10:43 13:13 16:43 19:08
大和田坂下 6:58 9:38 12:08 15:38 18:03 深谷第三 8:14 10:44 13:14 16:44 19:09
八千代台 7:00 9:40 12:10 15:40 18:05 深谷住宅前 8:15 10:45 13:15 16:45 19:10
あじさい館 7:02 9:42 12:12 15:42 18:07 上原西 8:16 10:46 13:16 16:46 19:11
美並小学校前 7:02 9:42 12:12 15:42 18:07 上原 8:16 10:46 13:16 16:46 19:11
霞ヶ浦中学校前 7:03 9:43 12:13 15:43 18:08 深谷公民館前 8:17 10:47 13:17 16:47 19:12
下原 7:04 9:44 12:14 15:44 18:09 深谷 8:18 10:48 13:18 16:48 19:13
幕戸入口 7:05 9:45 12:15 15:45 18:10 幕戸入口 8:19 10:49 13:19 16:49 19:14
深谷 7:06 9:46 12:16 15:46 18:11 下原 8:20 10:50 13:20 16:50 19:15
深谷公民館前 7:07 9:47 12:17 15:47 18:12 霞ヶ浦中学校前 8:21 10:51 13:21 16:51 19:16
上原 7:07 9:47 12:17 15:47 18:12 美並小学校前 8:22 10:52 13:22 16:52 19:17
上原西 7:08 9:48 12:18 15:48 18:13 あじさい館 8:25 10:55 13:25 16:55 19:20
深谷住宅前 7:08 9:48 12:18 15:48 18:13 八千代台 8:26 10:56 13:26 16:56 19:21
深谷第三 7:09 9:49 12:19 15:49 18:14 大和田坂下 8:28 10:58 13:28 16:58 19:23
加茂入口 7:10 9:50 12:20 15:50 18:15 大和田 8:30 11:00 13:30 17:00 19:25
戸崎原中央 7:11 9:51 12:21 15:51 18:16 霞ヶ浦庁舎前 8:32 11:02 13:32 17:02 19:27
戸崎原 7:12 9:52 12:22 15:52 18:17 大成 8:33 11:03 13:33 17:03 19:28
おおつ野北 7:13 9:53 12:23 15:53 18:18 北中入口 8:34 11:04 13:34 17:04 19:29
土浦五中前 7:14 9:54 12:24 15:54 18:19 岩坪 8:35 11:05 13:35 17:05 19:30
上大津西小学校前 7:16 9:56 12:26 15:56 18:21 岩坪坂下 8:37 11:07 13:37 17:07 19:32
手野坂下 7:17 9:57 12:27 15:57 18:22 田伏十字路 8:40 11:10 13:40 17:10 19:35
土浦クリニックタウン前 7:20 10:00 12:30 16:00 18:25 田伏 8:42 11:12 13:42 17:12 19:37
浅間下 7:21 10:01 12:31 16:01 18:26 道の駅たまつくり 8:45 11:15 13:45 17:15 19:40
木田余三ツ又 7:22 10:02 12:32 16:02 18:27 霞ヶ浦ふれあいランド 8:45 11:15 13:45 17:15 19:40
協同病院入口 7:23 10:03 12:33 16:03 18:28 高須西 8:46 11:16 13:46 17:16 19:41
協同病院前 7:27 10:05 12:35 16:05 18:30 高須東 8:47 11:17 13:47 17:17 19:42
真鍋新町 7:29 10:07 12:37 16:07 18:32 玉造中学校下 8:48 11:18 13:48 17:18 19:43
土浦局前 7:30 10:08 12:38 16:08 18:33 玉造小学校下 8:49 11:19 13:49 17:19 19:44
東崎町 7:31 10:09 12:39 16:09 18:34 玉造庁舎前 8:50 11:20 13:50 17:20 19:45
川口町 7:32 10:10 12:40 16:10 18:35 玉造下宿 8:51 11:21 13:51 17:21 19:46
土浦駅 7:40 10:15 12:45 16:15 18:40 玉造駅 8:55 11:25 13:55 17:25 19:50

議案第4号/別紙１　　　　　　　　　　　　　　霞ヶ浦広域バス（土浦駅～玉造駅）運行時刻表
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170

170 170

170 170 190

170 190 210 260

170 190 210 260 310

170 190 260 260 310 360

170 190 210 310 310 360 410

170 190 210 260 360 360 410 460

170 190 210 260 310 410 410 460 520

170 170 210 260 310 360 460 460 520 520

170 190 210 260 310 360 410 520 520 520 520

170 190 210 260 310 360 410 410 520 520 520 520

170 170 210 260 260 310 360 410 410 520 520 520 520

170 190 210 260 310 310 360 410 460 460 570 570 570 570

170 190 210 260 310 360 360 410 460 520 520 620 620 620 620

170 190 210 260 310 360 410 410 460 520 520 520 620 620 620 620

170 190 210 260 310 360 460 460 460 520 570 570 570 670 670 670 670

170 190 210 260 310 360 410 460 460 460 520 570 570 570 670 670 670 670

170 170 210 260 310 360 410 460 520 520 520 570 620 620 620 720 720 720 720

170 170 170 210 260 310 360 410 460 520 520 520 570 620 620 620 720 720 720 720

170 200 200 200 210 260 310 360 410 460 520 520 520 570 620 620 620 720 720 720 720

玉造駅

玉造小学校下

高須東

霞ヶ浦ふれあ
いﾗﾝﾄﾞ

田伏

田伏十字路

岩坪坂下

北中入口

大和田

木田余三ツ又

協同病院前

土浦局前

大和田坂下

美並小学校前

幕戸入口

議案第4号/別紙２　　　　　　霞ヶ浦広域バス（土浦駅～玉造駅）普通旅客運賃

土浦駅

上原西

加茂入口

戸崎原

土浦五中前

上大津西小学
校前

土浦ｸﾘﾆｯｸﾀｳ
ﾝ前

12



色
別

番
号

起
点

終
点

備
考

1
玉
造
駅

土
浦
駅

凡
　
例

既
設
路
線

既
設
停
留
所

主
な
経
過
地

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
・
あ
じ
さ
い
館
・
協
同
病
院
前

霞
ヶ
浦
広
域
バ
ス
運
行
系
統
略
図



※
土
浦
駅
西
口
6番

乗
り
場

大
和
田
坂
下

 

深 谷 公 民 館 前

深 谷
幕 戸 入 口

下 原

霞 ヶ 浦 中 学 校 前

美 並 小 学 校 前

あ じ さ い 館八
千
代
台

 

大
和
田

 

上 原
上 原 西

深 谷 住 宅 前

深 谷 第 三

戸 崎 原 中 央

戸 崎 原

上 大 津 西 小 学 校 前

土 浦 ク リ ニ ッ ク タ ウ ン 前
0.

1 
0.

3 
0.

3 
0.

4
 

0.
3 

0.
1
 0.

2 
0.

4 
0.

1
 

0.
1
 

0.
1
 

0.
1
 

0.
7 

1.
1 

0.
1 

0.
2 

0.
2
 

0.
1
 

0.
1 

0.
3 

0.
3 

0.
1 

0.
3 

0.
3 

0.
8 

0.
2 

0.
2 

0.
8
 

1.
3 

協
同
病
院
前

 

土
浦
駅

 

0.
7 

0.
2 

0.
5
 

0.
1 

0.
4 

東
崎
町

 

土
浦
局
前

 
0.

3 0.
4
 

真
鍋
新
町

 

協
同
病
院
入
口

 
0.

1 

木
田
余
三
ツ
又

 
0.

1 

浅 間 下

手 野 坂 下

0.
6 

土 浦 五 中 前

1.
0 

お お つ 野 北

0.
9
 

加 茂 入 口

0.
1 

0.
6 

0.
5 

1.
0 

1.
9 

0
.7

 

霞
ケ
浦
庁
舎
前

 

大
成

 

北
中
入
口

 

岩
坪

 

岩
坪
坂
下

 

田
伏
十
字
路

 

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド

 

高
須
西

 

高
須
東

 

玉 造 中 学 校 下

玉 造 小 学 校 下

0
.1

 

2
.0

 

0
.7

 

0
.3

 

0
.5

 

0.
4 

0.
3 

玉 造 庁 舎 前

玉 造 下 宿
0.

2 
0.

4 

0.
3 

玉 造 駅

川
口
町

 

0.
1 

田
伏

 

0.
1
 

道
の
駅
た
ま
つ
く
り

 

議案第4号/別紙３ 
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関鉄グリーンバス株式会社 

「霞ヶ浦広域バス特別割引定期券」発売概要（案） 

１．名称 

  霞ヶ浦広域バス 「スクールパス」 

２．利用できる方 

  学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校及

び当社の指定する各種学校に通学する児童、生徒、学生。 

３．利用できる区間 

  玉造駅 ~ 土浦駅（霞ヶ浦広域バス） 

４．運賃 

  1ヵ月 10,000円（往復） 

５．発売期間及び適用期間 

  平成 28年 3月 31日まで 

  発売日は、新規 7日前・継続 14日前 

６．購入時必要書類 

  ・年度初めの購入・・・・・通学証明書 

  ・同一年度内の継続購入・・旧定期券（使用中） 

７．発売先 

  ・関鉄観光㈱土浦駅前ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ  

  ・関鉄ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ㈱ 鉾田営業所・石岡営業所 

８．払戻し 

  10,000円 -（720×往復×使用日数）- 手数料 500円 

  払戻窓口は、土浦駅前 SC及びｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ営業所にて扱う。 

９．その他 

  当社運送約款に定める。 

議案第 4 号/ 別紙４ 
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（
※

・
・

・
区

域
外

乗
降

箇
所

）

役
所

関
係

商
業

関
係

学
校

関
係

1
千

代
田

庁
舎

上
土

田
4
6
1

3
8

千
代

田
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
モ

ー
ル

下
稲

吉
2
6
3
3

7
2

つ
く

ば
国

際
大

学
東

風
高

等
学

校
上

土
田

6
9
0
−
1

2
中

央
出

張
所

稲
吉

3
-
1
5
-
6
7

3
9

カ
ス

ミ
千

代
田

店
新

治
1
8
2
7
-
3
1

民
間

路
線

バ
ス

停

3
千

代
田

保
健

セ
ン

タ
ー

上
土

田
4
3
3
-
2

4
0

ま
る

も
千

代
田

店
新

治
1
8
3
2
-
6
8

7
3

市
川

市
川

地
内

4
千

代
田

公
民

館
上

佐
谷

9
9
1
-
5

4
1

ダ
イ

ユ
ー

エ
イ

ト
茨

城
千

代
田

店
上

稲
吉

1
9
4
3

旧
市

内
観

光
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
停

5
や

ま
ゆ

り
館

下
稲

吉
2
4
2
3
-
9

4
2

ケ
ー

ズ
デ

ン
キ

神
立

パ
ワ

フ
ル

館
稲

吉
2
-
1
7
−
3

7
4

上
佐

谷
上

佐
谷

2
1
4
2
-
4
地

先

6
第

一
常

陸
野

公
園

中
佐

谷
1
2
5
0

4
3

ヤ
ッ

ク
ス

ド
ラ

ッ
グ

千
代

田
店

稲
吉

2
-
2
6
1
3
−
1
5
8

7
5

上
佐

谷
入

口
下

佐
谷

5
6
1
-
4
地

先

7
わ

か
ぐ

り
運

動
公

園
新

治
1
8
1
3
-
2

4
4

ト
ラ

イ
ア

ル
神

立
店

稲
吉

2
-
1
8
−
4

7
6

下
佐

谷
下

佐
谷

6
6
3
-
5
地

先

8
雪

入
ふ

れ
あ

い
の

里
公

園
雪

入
4
5
2
-
1

4
5

ツ
ル

ハ
ド

ラ
ッ

ク
千

代
田

店
新

治
1
8
2
7
−
3
2

7
7

下
稲

吉
下

稲
吉

1
2
9
4
-
5
地

先

9
三

ツ
石

森
林

公
園

上
佐

谷
地

内
4
6

コ
メ

リ
千

代
田

店
稲

吉
南

3
-
2
0
8
2
-
1

7
8

下
稲

吉
十

字
路

下
稲

吉
1
4
8
8
-
1
地

先

4
7

ヒ
ー

ロ
ー

千
代

田
店

稲
吉

東
5
-
7
-
2

7
9

下
稲

吉
小

学
校

前
下

稲
吉

1
6
2
3
-
5
地

先

4
8

サ
ン

キ
神

立
店

下
稲

吉
3
1
8
1
-
6

8
0

稲
吉

五
丁

目
稲

吉
5
-
3
-
9
地

先

医
療

関
係

4
9

サ
ン

フ
レ

ッ
シ

ュ
稲

吉
店

稲
吉

2
-
1
9
-
2
5

8
1

稲
吉

三
丁

目
稲

吉
3
-
3
-
1
2
地

先

1
2

川
俣

医
院

中
志

筑
1
3
2
8

5
0

千
代

田
健

康
セ

ン
タ

ー
上

稲
吉

1
8
3
8

8
2

第
2
千

代
田

南
団

地
下

稲
吉

3
9
5
0
-
1
0
8
地

先

1
3

久
松

医
院

上
稲

吉
1
7
5
6
-
2

5
1

千
代

田
ラ

ド
ン

温
泉

セ
ン

タ
ー

上
稲

吉
1
8
8
4

土
浦

市
内

1
4

太
田

内
科

医
院

下
稲

吉
1
5
9
8
-
1

郵
便

局
8
3

中
貫

※
（

民
間

路
線

バ
ス

停
）

土
浦

市
中

貫
地

内

1
5

高
木

医
院

稲
吉

東
1
-
1
5
-
1

5
2

千
代

田
志

筑
郵

便
局

中
志

筑
1
2
8
9

8
4

J
R
神

立
駅

西
口

※
土

浦
市

神
立

中
央

1-
1-
25

1
6

大
和

医
院

稲
吉

5
-
2
0
-
1
2

5
3

千
代

田
新

治
郵

便
局

下
土

田
4
2
0
-
6

8
5

神
立

病
院

※
土

浦
市

神
立

中
央

5-
11
-2

1
7

白
井

こ
ど

も
ク

リ
ニ

ッ
ク

稲
吉

2
-
1
4
-
1
1

5
4

千
代

田
七

会
郵

便
局

下
稲

吉
1
3
7
5

1
8

菊
池

整
形

外
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
新

治
1
8
2
7
-
3
4

5
5

千
代

田
下

稲
吉

郵
便

局
稲

吉
4
-
1
0
-
1
9

1
9

吉
田

茂
耳

鼻
咽

喉
科

下
稲

吉
3
8
0
8
-
1

金
融

2
0

三
輪

眼
科

稲
吉

5
-
1
9
-
1
0

5
6

常
陽

銀
行

神
立

支
店

稲
吉

2
-
1
1
−
2
8

2
1

桜
井

皮
膚

科
医

院
下

稲
吉

2
6
2
5
-
1
0
7

5
7

筑
波

銀
行

千
代

田
支

店
稲

吉
2
-
1
0
−
3

2
2

中
佐

谷
歯

科
中

佐
谷

8
3
9
-
1

5
8

水
戸

信
用

金
庫

千
代

田
支

店
下

稲
吉

1
8
6
8
−
2

2
3

高
野

歯
科

医
院

市
川

4
1
9

農
協

・
漁

協

2
4

宇
野

歯
科

医
院

下
稲

吉
1
6
6
5
-
1

5
9

J
A
土

浦
千

代
田

支
店

中
佐

谷
2
4
3
−
2

2
5

ひ
か

り
歯

科
医

院
下

稲
吉

4
0
0
2
-
4

福
祉

関
係

2
6

奥
山

歯
科

医
院

下
稲

吉
2
6
4
8
-
2
7

6
0

い
っ

し
ん

館
下

稲
吉

2
2
7
9
−
1

2
7

荒
川

歯
科

医
院

下
稲

吉
2
6
3
3
-
8
8
 

6
1

い
っ

し
ん

館
い

な
り

下
稲

吉
1
6
6
8
−
6

2
8

稲
吉

歯
科

下
稲

吉
2
6
3
2
-
3

6
2

ハ
ー

ト
ワ

ン
神

立
稲

吉
2
-
1
8
−
1
5

2
9

あ
い

ざ
わ

歯
科

下
稲

吉
1
8
6
8
-
1

6
3

ふ
る

さ
と

新
治

1
8
1
1
−
6

3
0

島
崎

歯
科

医
院

下
稲

吉
1
4
8
3
-
8

6
4

プ
ル

ミ
エ

ー
ル

ひ
た

ち
野

上
土

田
3
3
0
−
2

3
1

色
川

歯
科

医
院

稲
吉

5
-
3
-
1
1

6
5

プ
ル

ミ
エ

ー
ル

ひ
た

ち
野

2号
館

稲
吉

2
-
2
1
−
7

3
2

あ
し

か
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

稲
吉

4
-
2
-
2

6
6

グ
リ

ー
ン

ヒ
ル

千
代

田
上

佐
谷

2
0
0
8

3
3

今
松

歯
科

医
院

稲
吉

4
-
1
0
-
1
8

6
7

ホ
ワ

イ
ト

ハ
ウ

ス
千

代
田

東
野

寺
4
9
5
−
2

3
4

伊
東

ク
リ

ニ
ッ

ク
下

稲
吉

2
6
3
3
-
1
7
2

6
8

千
代

田
の

里
東

野
寺

4
9
5
−
1

3
5

吉
田

歯
科

医
院

稲
吉

2
-
9
-
1
1

6
9

し
ら

う
め

荘
・

し
ら

ゆ
り

荘
中

志
筑

2
4
0
9
-
1

3
6

大
塚

整
骨

院
稲

吉
3
-
3
-
7

7
0

滴
翠

苑
横

堀
4
5
1
-
5

3
7

な
ご

み
整

骨
院

下
稲

吉
3
1
8
5
-
5

7
1

メ
ロ

デ
ィ

ハ
ウ

ス
下

稲
吉

2
8
9
7

8
6

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

ふ
れ

あ
い

の
里

上
佐

谷
3
3

千
代

田
地

区
乗

合
タ

ク
シ

ー
乗

降
箇

所
一

覧
表

議案第4号/別紙６ 
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役
所

関
係

商
業
関
係

学
校
関
係

1
霞

ヶ
浦

庁
舎

大
和

田
56
2

27
セ
イ
ミ
ヤ
か
す
み
が
う
ら
店

西
成
井
25
57
-1
6

55
土

浦
日
大
寮

中
台
44
3

2
あ

じ
さ

い
館

深
谷

3
71
9-
1

2
8

コ
メ
リ
出
島
店

大
和
田
49
3-
1

3
水

道
事

務
所

西
成

井
19
41
-1

29
活

性
化

セ
ン

タ
ー

生
産

物
直

売
所

宍
倉
63
43
-2

56
戸

崎
原

戸
崎
26
68
-3
地
先

4
霞

ヶ
浦

保
健

セ
ン

タ
ー

深
谷

36
71
-2

30
ふ
る
さ
と
出
島
の
会

西
成
井
19
38
-3

57
戸
崎
原
中
央

戸
崎
26
14
地
先

5
郷

土
資

料
館

坂
10
29

3
1

お
か
ず
屋

深
谷
67
5-
1

58
深
谷
第
三

深
谷
74
-2
0地

先

6
歩
崎
公
園
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

坂
10
29
-1

59
深
谷
住
宅
前

深
谷
61
-7
4地

先

7
水

族
館

坂
91
0-
1

郵
便
局

60
上
原
西

深
谷
68
7地

先

8
農

村
環

境
改

善
セ

ン
タ

ー
坂

93
4−
1

3
3

出
島
郵
便
局

深
谷
13
65
-1

61
上
原

深
谷
87
4-
3地

先

9
多

目
的

運
動

広
場

深
谷

3
38
4-
1

3
4

田
伏
郵
便
局
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議案第 5号 かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領（案）について 

1．目 的 

かすみがうら市地域公共交通会議では、かすみがうら市が策定した「かすみがうら市地

域公共交通総合連携計画」に基づき、効果的・効率的な公共交通サービスの確立を目指し、

デマンド型乗合タクシーの運行を実施します。 

実施にあたり、この業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により決定します

ので、参加する事業者を募集します。 

2．委託業務の概要 

(1) 業 務 名  かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託 

(2) 内容・期間  かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託仕様書 

（別紙 1）のとおり 

(3) 業 務 規 模  千代田地区 5,230,000円以内（税抜き） 

霞ヶ浦地区 10,460,000円以内（税抜き） 

※いずれも予備車は含まない 

3．参加資格 

本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たすこと。 

(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167条の4の規定に該当しないこと。 

(2)企画提案書の提出期限において、かすみがうら市から指名停止の措置を受けていな

いこと。 

(3)国税及び地方税を滞納していないこと。 

(4)会社更生法に基づく更正手続き又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申

し立てをしていないこと。 

(5)市内に本店若しくは権限を委任された支店又は営業所を有する者であること。 

(6)運行開始までに道路運送法第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を

取得見込みの者であること。 

4．プレゼンテーション 

(1)期 日：平成 27年 2月 26日（木）午後１時 30分～ 

(2)場 所：かすみがうら市役所 千代田庁舎 第 4会議室 

 ※プレゼンテーション時間は 15分以内とする。 

※審査は提出書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に判断します。 

※審査結果については、後日連絡いたします。 

5．審査方法 

  かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る事業者選定要領(別紙 2)

による。 

6．応募手続き 

募集は、霞ヶ浦地区と千代田地区を個別に行います。 

(1) 提出書類 

①企画提案書(別紙 3｢様式 1｣)
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②見積書

③会社定款

④登記事項証明書

⑤団体の役員名簿その他これに類する書類

⑥前事業年度の国税及び地方税の未納のない納税証明書

(2) 提出部数 

応募地区ごとに提出する。 

原本 1部、副本は提出書類①、②を 6部、提出書類③、④、⑤、⑥は 1部 

 (3) 提出期限 

平成 27年 2月 20日（金）午後 5時まで 

  (4)提出方法・提出先 

持参もしくは郵送にて「9．問い合わせ」へ提出 

7．参加事業者の失格 

(1) 3項の参加資格の要件を満たさなくなった場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為等、選定委員会の委員長が

失格であると認めた場合 

8．その他留意事項 

(1) このプロポーザルの参加に係る費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

(2) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(3) 提出された書類は返却しません。 

9．問い合わせ 

かすみがうら市市長公室政策秘書課内 

かすみがうら市地域公共交通会議 事務局（担当：猪俣） 

〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

TEL ／0299-59-2111 (内線)1211  FAX／0299-59-2176 

E-mail／kikaku@city.kasumigaura.ibaraki.jp 

ホームページ ／トップページ・くらし→地域公共交通→地域公共交通会議 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
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議案第 5号/別紙１ 

かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託仕様書 

1．業務の目的 

かすみがうら市が策定した「かすみがうら市地域公共交通総合連携計画」に基づく効果

的・効率的な公共交通サービスの確立。 

2．業務名 

かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託 

3．事業主体 

かすみがうら市地域公共交通会議 

4．運行主体 

運行開始までに道路運送法第 4 条における一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得す

る見込みの事業者。 

5．業務委託期間  平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで 

6．対象地区 

霞ヶ浦地区、千代田地区の 2地区とし、地区ごとに委託事業者を募集する。 

7．業務内容 

(1)運行内容 

①運行方法

予約による時間固定型。予約のあった時のみ運行（利用登録者のみ対象）

②運行日

月曜日から金曜日までの週 5日間

※土・日曜、祝日、8月 13日～15日、12月 29日～1月 3日は運休 

③運行時間

平 日／9時、10時、11時、13時、14時、15時、16時、17時（8便）

④利用対象者

事前登録をした方 

⑤乗車料金

１乗車 400円 

※65歳以上、障害者及び介添者並びに高校生以下 200円、3歳未満無料。 

⑥乗車料金の支払い方法

回数券による支払い

回数券販売窓口：各デマンド型乗合タクシー車内、運行事業者、市政策秘書課内

地域交通会議事務局 

⑦運行区域・乗降箇所

別図のとおり
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 (2)運行方法 

・市がオペレーター業務を行い、配車システムにより予約受付、問合せ等への対応、

配車管理を行う。 

（受付は運行日の 8:30～17:00 とし、利用希望時間の 60 分前までに予約。ただし、

9:00発の便の予約は前日までとする） 

・運行車両に市が貸与するシステム車載器を置き、配車システムより指示のあった

運行を行う。 

 (3)運行車両について 

①運行車両

ワゴン型タクシー（緑ナンバー） 乗客 10名

※有償運行を実施するため営業車であること。 

②運行車両台数

千代田地区／1台 霞ヶ浦地区／2台

③運行車両表示

車両の両側面に乗合タクシーと分かるマグネットシートを貼付する。

④予備車両

通常運行する車両以外に予備車両を確保する。

(4)運行記録の報告 

利用者数、料金、走行距離等の運行記録に関する日報を作成し提出する。 

(5)事故報告 

事故等が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、速やかに報告するとともに事

故報告書を提出すること。 

(6)苦情処理 

利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、苦情の処理について苦情等処理

報告書を提出すること。 

8．委託料 

委託料については、１時間当たりの１車両借上げ費に車両数を乗じた額とする。 

9.業務留意事項

(1)受託者は、本業務の遂行上知り得た情報を本業務以外の目的に利用、漏らしてはな

らない。本業務の終了等により、その者が本業務に携わらなくなった後も同様とす

る。 

(2)受託者は業務を円滑に進めるため、本仕様に定めのない事項についても、協議のう

え必要な支援を行うこと。 

(3)受託者は業務の全般に関して適宜、市地域公共交通会議事務局と必要な打合わせを

行うこと。 

10.問い合わせ

かすみがうら市市長公室政策秘書課内 

かすみがうら市地域公共交通会議 事務局（担当：猪俣） 

〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

TEL ／0299-59-2111 (内線)1211  FAX／0299-59-2176 

E-mail／kikaku@city.kasumigaura.ibaraki.jp 

ホームページ ／トップページ・くらし→地域公共交通→地域公共交通会議 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
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議案第 5号/別紙 2 

かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る事業者選定要領 

1.目 的

  この要領は、かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務を委託する業者（以下

「委託事業者」という。）を選定することを目的とする。 

2.委託内容

  かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託 

3.委託事業者の選定

  委託事業者の選定は、かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託事業者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）で選定する。 

4.選定委員会

（１）選定委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

市長公室長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、教育部長、区長会長、商工会長 

（２）選定委員会に委員長を置き、委員長に市長公室長を充てる。 

（３）選定委員会の事務は、市地域公共交通会議事務局の政策秘書課において処理する。 

5.選定方式

  かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務に係る事業者選定基準による。 
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議案第 5号/別紙 3「様式 1」 

企画提案書 

1.会社概要

事業者 

会社名・会社所在地／ 

市内の営業所所在地／ 

代表者 
職・氏名／ 

担当者 

職・氏名／ 

TEL／ FAX／ 

2.規 模

従業者数 人 第 2種免許保有者数 人 

保有車両 

及び台数 

台 

台 

3.事業実績

4.運行に必要な施設の確保（事務所、車庫、運転手休憩所）

5.当該地区に配置する運転手の勤務形態及び経験年数

6.デマンド型乗合タクシーの運行に関して、仕様書に示した以外の効率的・効果的な提案

があれば記入してください。
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参考資料 

茨城県厚生農業協同組合連合会 

代表理事理事長 高橋 惠一 様  

 

 

要 望 書 
 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1 月 22 日 
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土浦協同病院移転新築に伴う 

霞ヶ浦広域バス停留所設置について 

 

平素より、市政運営につきまして、格別のご高配を賜

り厚く御礼申し上げます。 

霞ヶ浦広域バスは、国道 354 号線を走る路線バスとし

て、平成 24 年 10 月から運行をしており、通勤通学はも

とより、移動手段を持たない高齢者等の日常生活に大変

重要な役割を担っております。 

土浦市、かすみがうら市、行方市を跨る唯一の路線と

なっており、土浦協同病院へ通院する市民にとって、需

要は依然として高く、近年乗降客数を着実に増加させて

いる極めて重要な路線と位置付けております。 

このため、当市公共交通会議においても、平成 28 年 3

月に開院予定をされている貴院の移転に併せて、現在、

路線の見直しを検討しているところです。 

今後も利便性の高い交通網路線として運行し、広く市
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民の皆様に利用していただきたいと考えておりますこと

から、移転後におきましても、これまでと同様、貴院前

へのバスの運行と、併せて停留所の設置について、特段

のご配慮をお願い申し上げます。 

平成 27 年 1 月 22 日 

かすみがうら市地域公共交通会議 

会長 か す み が う ら 市 長  坪 井   透 
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かすみがうら市地域公共交通会議

該当 № 団体名 役職名 氏　名 任期

第１号 1 かすみがうら市 市長(会長) 坪井　透

2 関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官　 野上　雅嗣 H26.12.20～H28.12.19

3 関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官　 飯田　孝志 H26.12.20～H28.12.19

4 茨城県企画部企画課交通対策室 室長　 川上　敬一 H26.12.20～H28.12.19

5 茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長　 栗林　俊一 H26.12.20～H28.12.19

6 茨城県土浦警察署 交通課長　 渡邉　幸夫 H26.12.20～H28.12.19

7 関鉄グリーンバス（株） 代表取締役　 荒川　安男 H26.12.20～H28.12.19

8 関鉄観光バス（株） 営業統括副部長　 渡邊　敏克 H26.12.20～H28.12.19

9 （有）千代田タクシー 代表取締役　 染谷雄一郎 H26.12.20～H28.12.19

10 （有）美並タクシー 代表取締役　 臼井　忠 H26.12.20～H28.12.19

11 霞ヶ浦交通（株） 代表取締役　 島田　豊 H26.12.20～H28.12.19

12 （有）まゆ観光 代表取締役　 大橋　孝一 H26.12.20～H28.12.19

13 （有）神立観光 代表取締役　 斉藤日出夫 H26.12.20～H28.12.19

14 （有）鶴観光バス 代表取締役　 鶴町乙比古 H26.12.20～H28.12.19

15 （一社）茨城県バス協会 専務理事　 澤畠　政志 H26.12.20～H28.12.19

16 （一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務理事　 鬼澤　秀通 H26.12.20～H28.12.19

第５号 17 関東鉄道（株）労働組合 書記長　 池田　正人 H26.12.20～H28.12.19

第6号 18 かすみがうら市議会 議長 藤井　裕一 H26.12.20～H28.12.19

19 かすみがうら市区長会 会長　 井坂　勝美 H26.12.20～H28.12.19

20 かすみがうら市老人クラブ連合会 会長　 鈴木　和夫 H26.12.20～H28.12.19

21 かすみがうら市PTA連絡協議会 会長　 久松　公生 H26.12.20～H28.12.19

22 かすみがうら市商工会 会長　 真藤　実男 H26.12.20～H28.12.19

23 エンゼルハート会　 理事長　 古川　清 H26.12.20～H28.12.19

第８号 24 筑波大学大学院システム情報工学研究科 准教授 谷口　綾子 H26.12.20～H28.12.19

25 土浦市 都市整備部長　 東郷　和男 H26.12.20～H28.12.19

26 行方市 市長公室長 辺田　洋一郎 H26.12.20～H28.12.19

27 かすみがうら市 市長公室長　 木村　義雄 H26.12.20～H28.12.19

28 かすみがうら市 総務部長　 小松塚　隆雄 H26.12.20～H28.12.19

29 かすみがうら市 保健福祉部長　 金田　克彦 H26.12.20～H28.12.19

30 かすみがうら市 土木部長　 渡辺　泰二 H26.12.20～H28.12.19

31 かすみがうら市 教育部長 飯田　泰寛 H26.5.1～H28.4.30
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